
番
号

頁 回答

1

・A-73
・特記事項
別紙2
・細目別内
訳Ｐ185

図面A-73及び内訳明細Ｐ185に記載のあ
る「鳥取県方式」は誤記であり、本工
事の芝生化は特定の方式を指定するも
のではありません。

2

・A-73
・特記事項
別紙2
・細目別内
訳Ｐ185

ご質問のとおり、施工費のみ別途で
「芝及び肥料」についてが見積り範囲
です。上段の回答と同様に本工事の芝
生化は「鳥取方式」により実施するも
のではありません。
よって、米子市内の業者においても
ポット苗及び肥料を取り扱っており見
積り及び購入をすることが可能と考え
ております。

【外構工事の芝について】
「鳥取県方式」とありますが、ＮＰＯ団
体の商標「鳥取方式」と考えて良いで
しょうか。

設計図書等に対する質問及び回答

【外構工事の芝について】
特記及び明細では、施工費のみ別途で
「芝及び肥料」については見積り範囲と
見受けますが、前出のＮＰＯ団体に問い
合わせた所「所管行政若しくは芝生化す
る場所からの直接の依頼でなければ金額
等の回答はできない」と言われ、「鳥取
方式」では金額算出が難しい状況です。
積算及び発注方式についてご指示くださ
い。

工事番号

工 事 名 淀江・宇田川こども園（仮称）新築建築主体工事

質問内容



番
号

頁 回答

1
　現地の軌跡確認により25ｔレッ
カー、トレーラー及び15ｔロングト
ラックの現場乗り入れは可能です。

2
　ご質問のとおり、母屋・胴縁材等の
軽量形鋼は既製のカラー品を見込んで
おります。

3

　図面に記載している「屋根材：アル
ミ折版葺き H=88」は誤記です。当該上
屋は設計図書に記載しているメーカー
及び商品を指定するものではありませ
ん。屋根材についてはカラ－GL鋼板を
想定しており、同等以上の性能を有す
る材料であれば使用に支障ありませ
ん。

設計図書
A-69
A-71

　プール上屋及び砂場棟上屋（四国化成工
業　レジストポートSG　同等品）について
屋根材がアルミ折板葺きとの明記ですが、
メーカー仕様ではカラーGL鋼板葺きの製品
しかありません。メーカー仕様屋根材で宜
しいでしょうか。ご教授下さい。

工事番号

工 事 名 淀江・宇田川こども園（仮称）新築建築主体工事

質問内容

　現場作業において、25ｔレッカー及びト
レーラーや15ｔロングトラックの現場乗り
入れは可能でしょうか。ご教授下さい。

設計図書等に対する質問及び回答

　鉄骨工事について、本体工事・駐車場工
事共に母屋・胴縁材等の軽量形鋼は既製の
カラー品での仕様で宜しいでしょうか。
（膜厚10-15μ）


